
　
【表紙】 　

【提出書類】 四半期報告書

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の７第１項

【提出先】 近畿財務局長

【提出日】 平成23年２月14日

【四半期会計期間】 第54期第３四半期(自  平成22年10月１日  至  平成22年12月31日)

【会社名】 ケンコーマヨネーズ株式会社

【英訳名】 KENKO Mayonnaise Co.,Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長　　炭 井　孝 志

【本店の所在の場所】 兵庫県神戸市灘区都通三丁目３番16号

上記は登記上の本店所在地であり、実際の業務は下記で

行っております。

【電話番号】 該当事項はありません。

【事務連絡者氏名】 該当事項はありません。

【最寄りの連絡場所】 東京都杉並区高井戸東三丁目８番13号

【電話番号】 03-5962-7777

【事務連絡者氏名】 常務取締役　　奥 田 　洋

【縦覧に供する場所】 株式会社大阪証券取引所

　 (大阪市中央区北浜一丁目８番16号)

　 　

　 　

　

EDINET提出書類

ケンコーマヨネーズ株式会社(E00493)

四半期報告書

 1/33



第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

連結経営指標等

　

回次

第53期

第３四半期

連結累計期間

第54期

第３四半期

連結累計期間

第53期

第３四半期

連結会計期間

第54期

第３四半期

連結会計期間

第53期

会計期間
自　平成21年４月１日

至　平成21年12月31日

自　平成22年４月１日

至　平成22年12月31日

自　平成21年10月１日

至　平成21年12月31日

自　平成22年10月１日

至　平成22年12月31日

自　平成21年４月１日

至　平成22年３月31日

売上高 （百万円） 39,438 38,614 13,222 13,180 51,101

経常利益 （百万円） 2,330 2,252 810 759 2,853

四半期（当期）純利益 （百万円） 1,146 1,264 398 442 1,446

純資産額 （百万円） － － 10,601 11,803 10,916

総資産額 （百万円） － － 32,512 31,908 29,775

１株当たり純資産額 （円） － － 821.96 938.24 847.39

１株当たり四半期（当期）
純利益金額

（円） 89.02 100.06 30.90 35.14 112.27

潜在株式調整後１株当たり
四半期（当期）純利益金額

（円） － － － － －

自己資本比率 （％） － － 32.6 37.0 36.7

営業活動によるキャッシュ
・フロー

（百万円） 2,510 1,515 － － 3,402

投資活動によるキャッシュ
・フロー

（百万円） △812 △1,359 － － △1,095

財務活動によるキャッシュ
・フロー

（百万円） △773 △912 － － △1,730

現金及び現金同等物の四半
期末（期末）残高

（百万円） － － 5,954 4,829 5,606

従業員数 （名） － － 797 808 784

(注) １　当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載してお

りません。

２　売上高には、消費税等は含まれておりません。

３　潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、潜在株式がないため記載しておりません。
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２ 【事業の内容】

当第３四半期連結会計期間において、当社グループ（当社及び関係会社）が営む事業の内容について、重

要な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。

　

　

３ 【関係会社の状況】

当第３四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

　

４ 【従業員の状況】

(１)連結会社の状況

平成22年12月31日現在

従業員数(名) 808（2,191）

(注) １　従業員数は、当社グループから当社グループ外への出向者を除き、当社グループ外から当社グループへの出向

者を含む就業人員であります。

２　従業員数欄の（外書）は、臨時従業員の当第３四半期連結会計期間の平均雇用人員（１日８時間換算）であり

ます。

３　臨時従業員には、パートナー社員及び嘱託契約の従業員を含み、派遣社員を除いております。

　
(２)　提出会社の状況

平成22年12月31日現在

従業員数(名) 512　 （799）

(注) １　従業員数は、当社から他社への出向者を除き、他社から当社への出向者を含む就業人員であります。

２　従業員数欄の（外書）は、臨時従業員の当第３四半期会計期間の平均雇用人員（１日８時間換算）でありま

す。

３　臨時従業員には、パートナー社員及び嘱託契約の従業員を含み、派遣社員を除いております。
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第２ 【事業の状況】

１ 【生産、受注及び販売の状況】

(1)　生産実績

当第３四半期連結会計期間における生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称 　生産高(百万円) 前年同四半期比(％)

調味料・加工食品事業 10,901 ―

総菜関連事業等 2,087 ―

その他 ― ―

合計 12,989 ―

(注) １　セグメント間取引については、相殺消去しております。

２　金額は、販売価格によっております。

３　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

４　第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号　平成21

年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号

　平成20年３月21日）を適用しているため、前年同四半期との比較を省略しております。

　

(2)　受注実績

　当社グループ（当社及び関係会社）は販売計画に基づいて生産計画をたて、これにより生産しているため、受注生産

を行っておりません。

(3)　販売実績

当第３四半期連結会計期間における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称 　販売高(百万円) 前年同四半期比(％)

調味料・加工食品事業 10,851 ―

総菜関連事業等 2,117 ―

その他 211 ―

合計 13,180 ―

(注) １　セグメント間取引については、相殺消去しております。

２　主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合が、10％以上に該当するものはありませ

ん。

３　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

４　第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号　平成21

年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号

　平成20年３月21日）を適用しているため、前年同四半期との比較を省略しております。
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２ 【事業等のリスク】

当社グループ（当社及び関係会社）の事業に関してのリスク要因及び投資家の判断に重要な影響を及ぼ

す可能性のある事項は以下のようなものがあります。

なお、本文中の将来に関する事項は、当四半期報告書提出日現在において当社グループ（当社及び関係会

社）が判断したものであります。

　

(1)　経営成績について

当社グループ（当社及び関係会社）は多品種の食品を取り扱っており、同業他社のみならず異業種と

の競争が益々激しくなっております。そのような環境の中、冷夏、暖冬等の天候不順、ＢＳＥや鳥インフル

エンザ、残留農薬等の食品の安全性・信頼性を揺るがす問題等により、売上高の減少につながり業績に影

響を与える可能性があります。

また、当社グループ（当社及び関係会社）における製品の販売先の大半が日本国内であることから、国

内景気の悪化及び市場規模の縮小、主要販売先における販売の不振や商品政策の変更等による需要の後

退、地震等の自然災害、火災等の人的災害の発生による生産能力の低下等により、業績に影響を与える可

能性があります。

　

(2)　原材料等購入価格の変動について

当社グループ（当社及び関係会社）の主要な原材料は食用油（大豆、菜種等）・卵・野菜であり、購入

価格は内外の商品市場価格及び外国為替相場に大きく影響されます。市場価格の変動リスクのヘッジと

しまして海外調達も含め産地分散、及び通年価格契約の実施等を行っておりますが、市場価格の変動が経

営成績に影響を与える可能性があります。

また、原油価格変動により当社グループ（当社及び関係会社）の業績に影響を与える可能性がありま

す。

　

(3)　物流の外部委託について

当社グループ（当社及び関係会社）の物流は、外部の専門企業に全面委託しております。委託先企業は

それぞれの条件に応じて複数存在しますが、その取引条件の変更や事故によるトラブル発生の場合、当社

グループ（当社及び関係会社）の経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。

　

(4)　財政状態について

当社グループ（当社及び関係会社）は、有利子負債の圧縮等による財務体質の改善を進めております。

今後も財務体質の改善に努めるとともに、金利変動リスクを回避するために固定レートによる長期の借

入割合を高めて参ります。ただし、金融情勢に大幅な変動が生じた場合には当社グループ（当社及び関係

会社）の経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。

　

(5)　労務について

当社グループ（当社及び関係会社）は、正社員に加えてパートナー社員、アルバイト等も受注業務及び

生産業務等に従事しており、勤務者の就業等に関する法律の改正等が行われた場合には費用が変動する

可能性があり、業績に影響を与える可能性があります。

　

(6)　品質管理及び法的規制について

当社グループ（当社及び関係会社）の取り扱う商品・サービスは食品衛生法、ＪＡＳ法、健康増進法等

による定めがあり、生産・販売・表示につき関係法令の遵守体制の充実に努めております。

  また、消費者の食品に対する安全性への関心が高まる中、当社グループ（当社及び関係会社）は品質管

理の取り組みとして、「ISO9001」（品質マネジメントシステム）の取得、トレーサビリティシステムの

導入等を行って品質管理には万全の体制をとっておりますが、万が一品質問題が発生した場合には、当社

グループ（当社及び関係会社）の業績に影響を与える可能性があります。
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（7)　固定資産の減損について

当社グループ（当社及び関係会社）は、土地、建物、機械装置等の様々な資産を所有しております。資産

の新規取得にあたりましては、各関連部署と連携し投資効果、回収可能性を徹底的に検証・検討してお

り、職務権限規程に基づき決裁を受けております。また、継続して有効性の確認を行い、固定資産の保全と

有効活用に努めております。

しかしながら、外部環境の急激な変化に伴い時価の下落や収益性の低下等により投資額の回収が見込

めなくなった場合、減損損失を計上する可能性があり業績及び財政状態に影響を与える可能性がありま

す。

　

（8）　情報システムについて

当社グループ（当社及び関係会社）は、基幹系システムにより管理している生産・販売・物流・会計

等の重要な情報の紛失や改ざん等を防止するため、情報管理体制の徹底やシステム障害などに対する保

守・保全等のセキリティ対策を講じております。

しかしながら、地震等の自然災害をはじめ、予測の範囲を超える事象によりシステム障害等が発生した

場合、業績及び財政状態に影響を与える可能性があります。

　

３ 【経営上の重要な契約等】

当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

　

４ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　文中の将来に関する事項は、当四半期報告書提出日現在において当社グループ（当社及び関係会社）が

判断したものであります。

(1)　経営成績の分析

当第３四半期連結会計期間（平成22年10月１日から平成22年12月31日）におけるわが国の経済は、各

種の支援購入政策が一巡し、また円高も進行した事などにより国内景気は足踏み状態であり、不透明な状

況が続いております。

食品業界におきましても、デフレの長期化及び厳しい雇用情勢等により、個人消費は低調に推移し依然

として厳しい状況であります。

このような事業環境の中、当社グループ（当社及び関係会社）の中期経営計画は２年目に入り、中期経

営計画の冠も『ＫＥＮＫＯ Ｖｉｃｔｏｒｙ ＲＯＡＤ ２０１０（以下、ＫＶＲ２０１０）』と改め、下

記の方針を掲げ、推し進めております。

　①メーカの原点である商品開発と生産性向上への徹底的なこだわり

　②経営の見える化と経営判断のスピードアップ

　③売上高経常利益率　３％以上の確保

　また、今年度の具体的な施策は次のとおりです。

（ⅰ）ＫＶＲ２０１０の目標を完全達成させる

　各本部・事業戦略チームごとの数値目標の達成をはじめとして、中期経営計画必達に向けて、メー

カーの原点である商品開発と生産性の向上や「経営の見える化」等、中期経営計画のテーマに即した

行動計画も立案しておりますので、この計画を達成させます。

（ⅱ）国際企業としての第一歩を踏み出す

　有力な海外企業と合弁契約を締結いたしましたので、これを契機として、先行して事業展開しており

ます香港及び東莞（広東省）における事業拡大と海外進出（拠点づくり、商品の輸出）へ向けて取り

組みます。
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（ⅲ）主要取引先との取り組み強化

業務用の市場規模は縮小傾向にあることから今後ますます競争が激化する事が予想されます。その

ため、現在の事業基盤をより堅固なものとする事と今後の売上拡大に向けた取り組みとの両面での展

開が必要と考えております。その司令塔となる本部において、戦略の立案と各支店・事業部への展開を

行い、個別の対策を実施してまいります。

（ⅳ）品質管理の徹底

即座に実践すべき品質管理体制の改善と長期的視野にたった抜本的改革との両方の視点から品質管

理の徹底を進め、クレームゼロを実践してまいります。また全社的な現場での活動として５Ｓ運動（整

理・整頓・清掃・清潔・躾（しつけ））の徹底を進めております。

　
当第３四半期連結累計期間における売上高は38,614百万円（前年同四半期比824百万円の減少、2.1％

減）、連結営業利益は2,302百万円（前年同四半期比111百万円の減少、4.6％減）、連結経常利益は2,252

百万円（前年同四半期比78百万円の減少、3.4％減）、連結四半期純利益は1,264百万円（前年同四半期比

117百万円の増加、10.3％増）となりました。

売上高につきましては、健康志向に対応した新基軸商品の拡売や展示会を活用した取引先との強固な

関係構築ならびに積極的な提案活動を進めてまいりました結果、期初から想定しておりました景気停滞

やデフレの長期化による販売数量・販売価格への影響を軽微に止めることができ、計画通りに進捗いた

しました。

利益面につきましては、

（今年度の施策）

①経営の見える化に向けての新しい利益管理システムの構築と軌道乗せ

②海外での事業拠点構想に向けての活動

③品質保証体系の確立に向けてのＩＴ化の推進等

中期経営計画のテーマであります経営基盤強化や今後の事業拡大への取り組みという将来に向けての先

行投資を実施してまいりました。

 これら先行投資による費用の増加に対しては、

①原材料を安定した価格で調達したこと

②エネルギー使用量削減や工程改善等による製造コスト低減

③製品在庫の圧縮や配送形態の最適化等による物流費低減

以上のコスト低減努力を進めた事により、計画通りに進捗いたしました。

　なお、上記ＫＶＲ２０１０における行動計画の進捗状況につきましても計画通りであります。

　
各報告セグメントの状況は次のとおりであります。

調味料・加工食品事業

〈調理加工食品〉はポテトサラダ、ツナサラダ及び明太子、春雨、パンプキンを使用した商品が製パン

・外食向けなどで伸張し、数量が増加いたしました。

〈マヨネーズ・ドレッシング類〉は、当社を取り巻く環境の変化に起因する減収要因がありましたが、

お客様の様々な用途・要望にお答えできる形態戦略を進めたことにより、小型形態のドレッシングが伸

張するなどの成果につなげてまいりました。

〈タマゴ加工品〉は、焼成パン用のミックスエッグ、サンドウィッチ用のフレッシュエッグ、調理パン

・麺類用の茹卵がコンビニエンスストアで採用され大幅に増加いたしました。

この結果、当第３四半期連結累計期間におけるセグメント売上高は31,941百万円、セグメント利益は

1,976百万円となりました。

総菜関連事業等

天候不順による野菜などの原料高騰に対し、製造コスト低減を図るための経費削減対策、利益改善とな

る不採算取引見直しを継続的に行いました。

この結果、当第３四半期連結累計期間におけるセグメント売上高は6,011百万円、セグメント利益は278

百万円となりました。

　

EDINET提出書類

ケンコーマヨネーズ株式会社(E00493)

四半期報告書

 7/33



(2)　財政状態の分析

（総資産）

当第３四半期連結会計期間末における総資産は、31,908百万円（前連結会計年度末に比べ2,132百万

円の増加、7.2％増）となりました。これは、主に期末日が金融機関の休日だったことにより受取手形及

び売掛金が2,187百万円増加したこと等によるものであります。

（負債）

当第３四半期連結会計期間末における負債は、20,104百万円（前連結会計年度末に比べ1,245百万円

の増加、6.6％増）となりました。これは、主に期末日が金融機関の休日だったことにより支払手形及び

買掛金が2,143百万円増加、未払法人税等が817百万円減少したこと等によるものであります。

（純資産）

当第３四半期連結会計期間末における純資産は、11,803百万円（前連結会計年度末に比べ887百万円

の増加、8.1％増）となりました。

(3)　キャッシュ・フローの状況の分析

当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前第３四半期連結会計期間に比べ

1,125百万円減少し、4,829百万円となりました。

当第３四半期連結会計期間に係る区分ごとのキャッシュ・フローの状況は以下のとおりでありま

す。

営業活動によるキャッシュ・フロー

当第３四半期連結会計期間の営業活動により増加した資金は727百万円（前第３四半期連結会計期

間比434百万円減少）となりました。これは主に、営業活動による収入1,393百万円、法人税等の支払額

646百万円等によるものであります。

投資活動によるキャッシュ・フロー

当第３四半期連結会計期間の投資活動により減少した資金は495百万円（使用した資金は前第３四

半期連結会計期間比371百万円増加）となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出261百

万円、関係会社への出資金による支出184百万円等によるものであります。

財務活動によるキャッシュ・フロー

当第３四半期連結会計期間の財務活動により減少した資金は403百万円（使用した資金は前第３四

半期連結会計期間比116万円減少）となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出412百万円

等によるものであります。

　
(4)　事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第３四半期連結会計期間において、当社グループ（当社及び関係会社）事業上及び財務上の対処す

べき課題に重要な変更及び新たに生じた課題はありません。

　
　なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針（以下「本プラン」

といいます。）を定めており、その内容等（会社法施行規則第118条第３号に掲げる事項）は次のとお

りであります。

　
　当社は平成18年5月19日開催の当社取締役会において、当社の企業価値を毀損し、ひいては株主の皆様

の共同利益を害すると考えられる当社買収に対し自衛を図る観点から、特定の法人・個人又はグルー

プ(以下、「特定株主グループ」という(注1))による当社の議決権割合（注2）の20％を超えて買い進

めることを目的とした当社株券等（金融商品取引法第27条の23第1項に規定される。）の買付行為、ま

たは結果として特定株主グループによる議決権割合が20％を超えることとなるような当社株券等の買

付行為（以下、かかる買付行為を「大規模買付行為」といい、大規模買付行為を行う者及び行おうとす

る者を「大規模買付者」といいます。）に関する対応方針を決定いたしております。

　当社取締役会は、今後、公開買付制度に係わるものを含め関連諸法令の改正等を踏まえ、本プラン及び

新株予約権の内容を適宜見直し、本プラン導入の趣旨に沿ったものとすべく必要に応じ修正していく

こととしております。また、当社は、本プランの検討・導入に関し、日本国の弁護士等第三者からの助言

を受けております。

　

EDINET提出書類

ケンコーマヨネーズ株式会社(E00493)

四半期報告書

 8/33



(注1）特定株主グループとは、当社の株券等（金融商品取引法第27条の23第1項に規定する株券等を

いう。）の保有者（金融商品取引法第27条の23第1項に規定する保有者をいい、同条第3項に基づき

保有者とみなされる者を含む。）または買付け等（金融商品取引法第27条の2第1項に規定する買付

け等をいい、取引所有価証券市場において行われるものを含む。）を行う者とその共同保有者（金

融商品取引法第27条の23第5項に規定する共同保有者をいい、同条第6項に基づき共同保有者とみな

される者を含む。）及び特別関係者（金融商品取引法第27条の２第7項に規定する特別関係者をい

う。）を意味する。

(注2）議決権割合の計算において分母となる総議決権数は、当社のその時点での発行済全株式から、

直近の自己株券買付状況報告書に記載された数の保有自己株式を除いた株式の議決権数とする。

　①当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針

　当社は食品メーカーとして創業以来、『心を豊かにする食品作り』、『身体にやさしい食品作り』を

基軸として取組んでまいりました。今後も『食を通じて世の中に貢献する』ことを企業理念に掲げ、

『サラダNo.１企業を目指す』方針の下、株主の皆様の期待・信頼に応えるべく企業価値向上及び株主

共同利益向上に邁進していく所存であります。

　当社グループ（当社及び関係会社）は食品メーカーとして、工場の立地する地域社会とも共存共栄を

図りつつ事業展開しており、更に、地道な研究開発による新規商品・新規事業の開発と競争力の強化を

ベースに、企業としての成長を図っております。

　従いまして、当社に対する大規模買付行為の提案があったとしても、当社経営ノウハウ・知識・情報

及び多数の従業員・顧客並びに取引先・地域社会等のステークホルダーとの間に築かれた関係等の理

解なくしては、中長期的な企業価値の極大化の実現は困難であると考え、提案内容や当社の将来にわた

る企業価値について判断頂くのは極めて困難であると考えております。

　最終的に、大規模買付行為を受け入れるかどうかは株主の皆様の判断によるべきものでありますが、

上記事情に鑑みますと、大規模買付行為が行われようとする場合には、株主の皆様に対して、当社から

はもとより、大規模買付者からも充分な判断材料が提示されると共に、熟慮のための充分な時間が確保

されるべきものと考えます。

　また、昨今のわが国資本市場においては、株主・投資家等に対する充分な情報開示がなされることな

く、一方的な利得権益獲得のため突然に株券等の大規模買付行為がなされ、結果として対象会社の企業

価値及び株主共同の利益を毀損する事態が発生し得る事例も散見され、これらは多数のステークホル

ダーに無用な混乱・ダメージを残すこととなり、厳に慎むべきものであります。それは、関係当事者同

士が納得、合意した上で友好裡に進められるべきものと考えております。

　上記の点を踏まえ、当社取締役会は、大規模買付行為が一定の合理的なルールに基づき行われること

が、株主の皆様の共同利益に合致するものと考え、本プランにおいて、一定のルール（以下、「大規模買

付ルール」といいます）を定めることといたしました。

　当社取締役会としては、大規模買付行為に対してこの大規模買付ルールの遵守を求め大規模買付ルー

ルに基づき判断材料の提示を大規模買付者より受けた場合には、それを十分吟味・検討し、当社取締役

会としての見解を取りまとめた上で当該見解を適時且つ適切に開示し買付の受入または代替案の提示

等、その見解に基づいた相当の対応をとることといたします。

　また、大規模買付者が大規模買付ルールに従わずに大規模買付行為を開始しようとする場合には、株

主の皆様の共同利益を毀損する当社に対する敵対的買収行為と看做し、必要に応じて相当な対抗措置

を講ずることといたします。

　なお、大規模買付ルールは、関係諸法令、裁判例、株式会社大阪証券取引所の定める「買収防衛策の導

入等に係わる上場制度の整備等について」並びに経済産業省及び法務省の定めた「企業価値・株主共

同の利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」等に則っております。

　
　②当社の本プランの実現に資する特別な取組みの概要

　当社取締役会としては、大規模買付行為は、以下に定める大規模買付ルールに従って行われることが、

当社株主の皆様の共同利益に合致すると考えます。

（ⅰ）大規模買付ルール内容

ア、事前に大規模買付者から当社取締役会に対して充分な情報が提供される。

イ、当社取締役会による一定の評価期間が経過した後に大規模買付行為を開始する。

　
（ⅱ）大規模買付情報の提供
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　大規模買付者には、当社取締役会に対して、当社株主の判断及び取締役会としての意見形成のために

充分な情報（以下、「大規模買付情報」という。）を提供していただきます。

　　　　項目の一部は以下のとおりであります。

ア、大規模買付者及びそのグループの概要（大規模買付者の資本構成の詳細、事業内容、当社の事業と

同種の事業についての経験等に関する情報を含みます。）

イ、大規模買付行為の目的及び内容

ウ、買付対価の算定根拠及び買付資金の裏付け又は調達先

エ、大規模買付行為完了後に意図する当社経営方針、事業計画、財務計画、資本政策、配当政策及び資産

活用策等

オ、既に保有する当社株券等に関する担保設定状況

カ、今後買付ける当社株券等に関する担保設定の予定

キ、大規模買付行為に際しての第三者との間における意思連絡の有無及び意思連絡が存する場合には

その内容

　
（ⅲ）「大規模買付意向表明書」の事前提出

　大規模買付者が大規模買付行為を行おうとする場合には、まず当社取締役会宛に大規模買付ルール

に従う旨の意向表明書を提出いただくこととします。意向表明書には、大規模買付者の名称、住所、代

表者名、事業内容、主要株主、又は主要出資者の概要、設立準拠法、国内連絡先を明示していただきま

す。当社は、この意向表明書の受領後１０営業日（初日不算入）以内に、大規模買付者から当初提供し

ていただくべき大規模買付情報のリストを大規模買付者に交付いたします。

　なお、当初提供していただいた情報を精査した結果、大規模買付情報として不十分と考えられる場

合、十分な大規模買付情報が揃うまで追加的に情報提供をしていただくことがあります。大規模買付

行為の提案があった事実及び当社取締役会に提供された大規模買付情報が、当社株主の皆様の判断の

ために必要であると認められる場合には、適切と判断する時点で、その全部または一部を開示するこ

とといたします。

　
（ⅳ）情報の検討及び当社意見表明等

次に、当社取締役会は大規模買付行為に関する情報の提供が完了したと合理的に判断される時には、

その旨を大規模買付者に通知いたしますが、当該通知後６０日間（初日不算入）（対価を現金（円

貨）のみとする公開買付による当社全株式の買付の場合）または９０日間（その他の大規模買付行

為の場合）を取締役会による評価、検討、交渉、意見形成、代替案立案のための期間（以下「取締役会

評価期間」といいます。）として与えられるべきものと考えます。

　従って大規模買付行為は、取締役会の意見公表後、または取締役会評価期間の経過後にのみ開始され

るものとします。取締役会評価期間中、当社取締役会は社外監査役で構成される外部委員会（以下、

「企業価値検討委員会」という。）の助言を受けながら、提供された大規模買付情報を充分に評価・

検討し、取締役会としての意見を慎重にとりまとめ、開示することになります。

　また、必要に応じ、大規模買付者との間で大規模買付行為に関する条件改善について交渉し、当社取

締役会として株主への代替案を提示することもあります。

　
（ⅴ）企業価値検討委員会

ア、目　的

　対応方針に定める大規模買付行為が発生した場合、対応方針上の大規模買付ルールに則って一連の

手続きが行われていることを確認し、企業価値を守るために取締役会に対して、法的段取りや措置に

ついて適切且つ公正中立な立場で助言することを目的としております。

イ、機　能

　独立した組織として、合理性、公正性を担保するため、大規模買付行為が判明しだい、買付行為の適正

性及び対策について検討し、構成メンバーの同意による決議により、最終的判断を行う取締役会に助

言いたします。

ウ、買付行為の是非の判断

・企業価値及び株主共同の利益を毀損しないかを検討

・大規模買付ルールの遵守の確認
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・企業価値の収奪性の確認

・買収価格の適正性の検討

エ、企業価値検討委員会の委員として社外監査役２名を選任しております。

委員の氏名及び略歴は次のとおりです。

　

氏　名 略　歴

山﨑　和義 昭和58年４月 　弁護士開業

　 昭和62年４月 　山﨑法律事務所開設

　 平成16年６月 　当社監査役（現）

山下　彰俊 平成12年10月　 日本弁護士連合会弁護士登録

　 平成12年10月　 山﨑法律事務所入所

　 平成14年６月 　りんかい日産建設株式会社監査役

　 平成17年10月　 ＴＲＮコーポレーション株式会社監査役

　 平成19年７月 　株式会社リンク・ワン監査役

　 平成21年３月 　渋谷区選挙管理委員就任

　 平成22年１月 　当社監査役（現）

　
　③当社株式の大規模買付行為への対応方針（買収防衛策）

（ⅰ）大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しない場合

　大規模買付者によって大規模買付ルールが遵守されない場合には、当社取締役会は、当社及び当社株

主皆様の利益の保護を目的として、新株予約権の発行等、会社法その他の法律（対抗措置時の施行後

法令を含む）及び当社定款が取締役会の権限として認める措置をとり大規模買付行為に対抗するこ

とがあります。具体的な対抗措置については、その時点で最も適切と当社取締役会が判断したものを

選択いたします。

　また、具体的対抗措置として株主割当により新株予約権を発行する場合の概要は（注）のとおりと

します。なお、新株予約権を発行する場合には対抗措置としての効果を勘案した行使期間及び行使条

件を設けることがあります。当該対抗措置により、大規模買付者はその持株比率が低下し、自己の持株

の価値が減少する（いわゆる「希釈化」）という経済的損害を含む何らかの不利益を発生させる可

能性があります。

（注）株主割当により新株予約権を発行する場合の概要

ア、新株予約権付与の対象となる株主及びその発行条件

取締役会で定める割当日における最終の株主名簿又は実質株主名簿に記載又は記録された

株主に対し、その所有株式（ただし、当社の有する当社普通株式を除く）１株につき１個の割

合で新株予約権を割当てる。

イ、新株予約権の目的となる株式の種類及び数

新株予約権の目的となる株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権１個当たりの目的と

なる株式の数は１株とする。

ウ、発行する新株予約権の総数

新株予約権の割当総数は、当社取締役会が別途定める数とする。取締役会は複数回にわたり

新株予約権の割当を行うことがある。

エ、各新株予約権の発行価額

無償とする。

オ、各新株予約権の行使に際して払込みをなすべき額

各新株予約権の行使に際して払込みをなすべき額は１円以上で取締役会が定める額とす

る。

カ、新株予約権の譲渡制限

新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。

キ、新株予約権の行使条件

議決権割合が20％以上の特定株主グループに属する者に新株予約権の行使を認めないこと

を新株予約権の行使の条件として定める。新株予約権の行使条件の詳細については、当社取締

役会において別途定めるものとする。

ク、新株予約権の行使期間等
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新株予約権の行使期間、その他必要な事項については、取締役会において別途定めるものと

する。

　
（ⅱ）大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合

　大規模買付ルールが遵守されている場合であっても、大規模買付行為が専ら大規模買付者の短期的

な利得のみを目的とするものであったり、目的の不明確性や、買収後の経営の不確実性などから株主

の皆様の共同利益に反するおそれがある場合や、当社に回復し難い損害をもたらすことが明らかであ

ると、企業価値検討委員会が当社取締役会に助言・報告し、それに基づいて当社取締役会において合

理的に判断される場合には、当社として、その旨の見解を改めて開示の上、必要に応じて相当な対抗措

置を講ずることになりますので予めご留意願います。

たとえば、以下の場合が対象となります。

ア、真に会社経営に参加する意思がないにもかかわらず株価をつりあげて高値で株式を当社ま

たは当社関係者に引取らせる目的であると判断される場合または当社株券等の取得目的が主

として短期の利鞘の稼得にあると判断される場合

イ、当社の会社経営を一時的に支配して当社の事業経営上必要な知的財産権、ノウハウ、企業秘

密、主要取引先や顧客等を買付提案者やそのグループ会社に移譲させるなど、いわゆる焦土化

経営を行う目的があると判断される場合

ウ、当社の経営を支配後、当社の資産を買付提案者やそのグループ会社等の債務の担保や弁済原

資として流用する目的があると判断される場合

エ、当社経営を一時的に支配して、当社の事業に当面関係していない不動産、有価証券など資産

等を売却等処分させ、その処分利益をもって一時的な高配当をさせるか、あるいは一時的高配

当による株価の急上昇の機会を狙って当社株式の高価売り抜けを目的としていると判断され

る場合

オ、大規模買付者の経営陣または主要株主にいわゆる反社会的組織、またはその組織が支配・関

与する個人・団体が含まれている場合等、大規模買付者が公序良俗の観点から当社の支配株

主として不適切であると合理的な根拠をもって判断される場合

カ、大規模買付者による支配権取得により、当社株主はもとより、顧客、従業員、その他のステー

クホルダーの利益を含む当社の企業価値の毀損が予想されたり、当社の企業価値の維持及び

向上を阻止する可能性があると合理的な根拠をもって判断される場合、または大規模買付者

が支配権を獲得する場合の当社の企業価値が、中長期的な将来の企業価値の比較において、当

該大規模買付者が支配権を取得しない場合の企業価値と比べ、明らかに劣後すると判断され

る場合

キ、大規模買付者による支配権取得の事実それ自体が、当社または当社グループ会社の重要な取

引先を喪失させる等、当社の企業価値を明らかに毀損するものである場合

　
　④株主意思の確認

　大規模買付行為が大規模買付ルールに定める要件を満たす場合、取締役会評価期間を経た上で、新株予

約権を発行することの可否につき、株主意思の確認手続きが行われます。この手続きは書面投票または

株主総会に準じて開催する総会（以下、「株主意思確認総会」という。）における投票により行なうも

のとします。ただし、当社取締役会が当該買収提案につき、当社の企業価値及び株主の皆様の共同利益の

最大化に資すると判断した場合は、この限りではありません。

　⑤株主・投資家に与える影響等

　大規模買付ルールは、当社の経営に影響力を持ち得る規模の当社株式の買付行為について当社株主の

皆様の利益を保護するという観点から、株主に、このような買付行為を受け入れるかどうかの判断のた

めに必要な情報や、現に経営を担っている当社取締役会の評価意見を提供し、さらには、代替案の提示を

受ける機会を保証することを目的とするものであります。

　従いまして、今後、大規模買付者が現れた場合や当社株主の皆様及び投資家の方々に影響を与える防衛

策を発動することを決定した場合等には、その詳細について速やかに公表することとし、適用法令及び

証券取引所規則に基づき適時且つ適切な開示を行います。

　なお、対抗措置の発動に伴う当社株主の皆様に係わる手続きについては、以下の通りとなりますのでご

留意願います。
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　株主割当による新株予約権の発行または行使につきましては、新株予約権または新株取得をするため

に所定の期間内に一定の金額を払込みしていただく必要があります。かかる手続きの詳細につきまして

は、実際に新株予約権を発行することになった際に、法令に基づき別途お知らせいたします。ただし、名

義書換未了の当社株主の皆様に関しましては、新株予約権を取得するためには、別途当社取締役会が決

定し公告する新株予約権の割当日までに、名義書換を完了していただく必要があります。

　なお、この新株予約権を取得した株主の皆様においてもその権利を行使しなかった場合は、他の株主の

皆様が極めて安価に当社株式の発行を受けることにより、結果的に希釈化の不利益を受けることがあり

ます。

　
　⑥本プランの見直し等

　本プランは平成22年6月25日に開催された当社取締役会において、全取締役の賛成により決定されたも

のであり、社外監査役2名を含む当社監査役の全員が出席し、いずれの監査役も、本プランの具体的運用

が適正になされることを条件として、賛成する旨の意見表明がありました。

　本プランについては、毎年定時株主総会後、最初に開催される当社取締役会において、継続の可否につ

いて検討することとし、また、当社取締役会は、企業価値・株主価値向上の観点から、会社法その他企業

防衛に係わる法改正、司法判断の動向や分析等を踏まえ、今後必要に応じて本プランを変更もしくは廃

止し、または新たな対応策等を導入することがあります。

　なお、本プランの有効期限は、特段の事情がない限り、平成23年6月に開催される定時株主総会終結後に

開催される取締役会の終了時までといたします。

　
　
(5)　研究開発活動

　当第３四半期連結会計期間における当社グループ（当社及び関係会社）が支出した研究開発費の総額は

69百万円であります。
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第３ 【設備の状況】

(1)　主要な設備の状況

当第３四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

　
(2)　設備の新設、除却等の計画

　当第３四半期連結会計期間において、前四半期連結会計期間末に計画中であった西日本工場の生産設備

の新設につきましては、平成22年12月に完了いたしました。これに伴う同工場における生産能力の増加は

ありません。

　また、当第３四半期連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設の計画は次のとおりであ

ります。

会社名
事業所名

(所在地)

セグメントの

名称
設備の内容

投資予定額　　　(百

万円)
資金調達

方法
着手年月

完了予定

年月

完成後の 

増加能力
総額 既支払額

提出

会社

御殿場工場

（静岡県御殿

場市）

調味料・加工食品

事業
生産設備 50 － 借入金

平成23年

1月

平成23年

6月

マヨネーズ・

ドレッシング

類

能力の増加は

ありません。

（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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第４ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

①　【株式の総数】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 33,500,000

計 33,500,000

　
②　【発行済株式】

　

種類
第３四半期会計期間末
現在発行数(株)

(平成22年12月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成23年２月14日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 12,911,000 12,911,000
大阪証券取引所
ＪＡＳＤＡＱ
（スタンダード）

単元株式数100株

計 12,911,000 12,911,000 － －

(注）1　平成22年６月７日開催の取締役会決議により、単元株式数を1,000株から100株に変更しております。

　　　なお、実施日は平成22年７月１日であります。

(注）2　大阪証券取引所（ＪＡＳＤＡＱ市場）は、平成22年10月12日付で同取引所ヘラクレス市場及びＮＥＯ市場とと

もに、新たに開設された同取引所ＪＡＳＤＡＱに統合されており、同日以降の上場金融商品取引所は大阪証券取

引所ＪＡＳＤＡＱ（スタンダード）であります。

　　　

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

　
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

　
(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

　
(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数

(千株)

発行済株式
総数残高

(千株)

資本金増減額
 

(百万円)

資本金残高
 

(百万円)

資本準備金
増減額

(百万円)

資本準備金
残高

(百万円)

平成22年10月１日～

平成22年12月31日
― 12,911 ─ 1,829 ― 2,097

　
(6) 【大株主の状況】

大量保有報告書の写しの送付がなく、当第３四半期会計期間において、大株主の異動は把握しており

ません。
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(7) 【議決権の状況】

①　【発行済株式】

平成22年12月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 　 － － －

議決権制限株式（自己株式等） 　 － － －

議決権制限株式（その他） 　 － － －

完全議決権株式（自己株式等）
（自己保有株式） 　

－ －
　普通株式 330,000

完全議決権株式（その他） 普通株式 12,580,000125,800 －

単元未満株式 普通株式 1,000 －
 一単元（100株）未満
の株式

発行済株式総数 　 12,911,000－ －

総株主の議決権 　 － 125,800 －

(注)１　「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式91株が含まれております。

２　平成22年６月７日開催の取締役会決議により、単元株式数を1,000株から100株に変更しております。

　　なお、実施日は平成22年７月１日であります。

　
②　【自己株式等】

平成22年12月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合(％)

（自己保有株式）
兵庫県神戸市灘区都
通三丁目３番16号

　 　 　 　

ケンコーマヨネーズ
株式会社

330,000 － 330,000 2.6

計 － 330,000 － 330,000 2.6

　
２ 【株価の推移】

　【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

月別 平成22年

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月　 　 　
最高

(円)
610 633 594 619 617 608 690 650 660　 　 　

最低

(円)
570 532 540 560 563 570 582 610 617　 　 　

(注)　　最高・最低株価は、平成22年10月11日以前は大阪証券取引所（ＪＡＳＤＡＱ市場）におけるものであり、平成22年

10月12日以降は大阪証券取引所ＪＡＳＤＡＱ（スタンダード）におけるものであります。

　　　　なお、大阪証券取引所（ＪＡＳＤＡＱ市場）は、同取引所ヘラクレス市場及びＮＥＯ市場とともに、新たに開設され

た同取引所ＪＡＳＤＡＱに統合されており、平成22年10月12日付で大阪証券取引所ＪＡＳＤＡＱ（スタンダー

ド）に上場となっております。

　
３ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日までの役員の異動はありません。
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第５ 【経理の状況】

１　四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19

年内閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

なお、前第３四半期連結会計期間（平成21年10月１日から平成21年12月31日まで）及び前第３四半期連

結累計期間（平成21年４月１日から平成21年12月31日まで）は、改正前の四半期連結財務諸表規則に基づ

き、当第３四半期連結会計期間（平成22年10月１日から平成22年12月31日まで）及び当第３四半期連結累

計期間（平成22年４月１日から平成22年12月31日まで）は、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて

作成しております。

　

２　監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前第３四半期連結会計期間（平成21年10月

１日から平成21年12月31日まで）及び前第３四半期連結累計期間（平成21年４月１日から平成21年12月31

日まで）に係る四半期連結財務諸表について、あずさ監査法人により四半期レビューを受けております。当

第３四半期連結会計期間（平成22年10月１日から平成22年12月31日まで）及び当第３四半期連結累計期間

（平成22年４月１日から平成22年12月31日まで）に係る四半期連結財務諸表について、有限責任 あずさ監

査法人により四半期レビューを受けております。

なお、あずさ監査法人は、平成22年７月１日付で有限責任監査法人に移行したことにより、名称が有限責

任 あずさ監査法人に変更されました。
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１【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】

(単位：百万円)

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 4,829 5,606

受取手形及び売掛金 ※２
 10,166 7,978

商品及び製品 1,024 1,121

仕掛品 12 15

原材料及び貯蔵品 811 702

繰延税金資産 322 389

その他 311 167

貸倒引当金 △17 △15

流動資産合計 17,461 15,966

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 4,611 4,581

土地 3,901 3,901

その他（純額） 3,369 2,877

有形固定資産合計 ※１
 11,882

※１
 11,360

無形固定資産

無形固定資産合計 294 446

投資その他の資産

繰延税金資産 246 236

その他 2,054 1,817

貸倒引当金 △30 △50

投資その他の資産合計 2,270 2,002

固定資産合計 14,447 13,809

資産合計 31,908 29,775
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(単位：百万円)

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成22年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 ※２
 7,845 5,701

短期借入金 1,060 1,000

1年内返済予定の長期借入金 1,264 1,913

未払法人税等 267 1,085

その他の引当金 408 440

その他 4,269 3,534

流動負債合計 15,114 13,674

固定負債

長期借入金 2,867 2,835

退職給付引当金 427 395

その他の引当金 154 127

その他 1,541 1,825

固定負債合計 4,990 5,184

負債合計 20,104 18,859

純資産の部

株主資本

資本金 1,829 1,829

資本剰余金 2,097 2,097

利益剰余金 7,990 6,904

自己株式 △179 △16

株主資本合計 11,737 10,815

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 74 115

繰延ヘッジ損益 △3 △6

為替換算調整勘定 △5 △7

評価・換算差額等合計 66 101

純資産合計 11,803 10,916

負債純資産合計 31,908 29,775
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(2)【四半期連結損益計算書】
【第３四半期連結累計期間】

(単位：百万円)

前第３四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
　至 平成21年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
　至 平成22年12月31日)

売上高 39,438 38,614

売上原価 28,399 27,677

売上総利益 11,038 10,937

販売費及び一般管理費 ※
 8,624

※
 8,634

営業利益 2,414 2,302

営業外収益

受取利息 5 1

受取配当金 17 18

その他 52 53

営業外収益合計 75 74

営業外費用

支払利息 123 94

その他 35 29

営業外費用合計 159 124

経常利益 2,330 2,252

特別利益

投資有価証券売却益 4 －

貸倒引当金戻入額 － 20

補助金収入 27 －

受取保険金 16 －

特別利益合計 49 20

特別損失

固定資産除却損 4 8

投資有価証券評価損 14 34

出資金売却損 5 －

減損損失 169 9

事務所移転費用 40 －

その他 26 11

特別損失合計 261 64

税金等調整前四半期純利益 2,118 2,207

法人税、住民税及び事業税 1,078 877

法人税等調整額 △104 65

法人税等合計 973 943

少数株主損益調整前四半期純利益 － 1,264

少数株主損失（△） △1 －

四半期純利益 1,146 1,264
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【第３四半期連結会計期間】
(単位：百万円)

前第３四半期連結会計期間
(自 平成21年10月１日
　至 平成21年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(自 平成22年10月１日
　至 平成22年12月31日)

売上高 13,222 13,180

売上原価 9,418 9,493

売上総利益 3,803 3,686

販売費及び一般管理費 ※
 2,970

※
 2,912

営業利益 833 774

営業外収益

受取利息 0 0

受取配当金 7 7

その他 12 15

営業外収益合計 20 22

営業外費用

支払利息 39 29

その他 4 8

営業外費用合計 44 37

経常利益 810 759

特別利益

投資有価証券売却益 4 －

貸倒引当金戻入額 － 20

特別利益合計 4 20

特別損失

固定資産除却損 0 7

投資有価証券評価損 14 2

出資金売却損 5 －

その他 0 －

特別損失合計 21 10

税金等調整前四半期純利益 793 769

法人税、住民税及び事業税 405 276

法人税等調整額 △11 50

法人税等合計 393 327

少数株主損益調整前四半期純利益 － 442

少数株主利益 1 －

四半期純利益 398 442
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)

前第３四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
　至 平成21年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
　至 平成22年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 2,118 2,207

減価償却費 724 764

減損損失 169 9

引当金の増減額（△は減少） 138 6

受取利息及び受取配当金 △22 △20

支払利息 123 94

売上債権の増減額（△は増加） △1,995 △2,206

たな卸資産の増減額（△は増加） 215 △25

仕入債務の増減額（△は減少） 1,142 2,152

未払金の増減額（△は減少） 318 107

その他 309 180

小計 3,242 3,271

利息及び配当金の受取額 22 20

利息の支払額 △121 △93

法人税等の支払額 △633 △1,682

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,510 1,515

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △800 △1,005

有形固定資産の売却による収入 287 11

無形固定資産の取得による支出 △141 △175

差入保証金の差入による支出 △101 －

関係会社出資金の取得による支出 － △213

その他 △56 23

投資活動によるキャッシュ・フロー △812 △1,359

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） 1,145 60

長期借入れによる収入 509 940

長期借入金の返済による支出 △2,286 △1,556

自己株式の取得による支出 － △162

配当金の支払額 △140 △192

財務活動によるキャッシュ・フロー △773 △912

現金及び現金同等物に係る換算差額 △0 △4

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 923 △761

現金及び現金同等物の期首残高 5,030 5,606

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 － △15

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 5,954

※
 4,829
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【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

　
当第３四半期連結累計期間

(自　平成22年４月１日　至　平成22年12月31日)

１ 連結の範囲に関する

事項の変更

（１）連結の範囲の変更

  当第３四半期連結会計期間より、当社の連結子会社であった健可食品（香

港）有限公司及び健可食品（東莞）有限公司は第三者割当増資により持分

割合が変動したことから、持分法適用関連会社となり、連結の範囲から除外

しております。

（２）変更後の連結子会社数　　　　 　９社

２ 持分法の適用に関す

る事項

（１）持分法適用関連会社

  当第３四半期連結会計期間より、当社の連結子会社であった健可食品（香

港）有限公司及び健可食品（東莞）有限公司は第三者割当増資により持分

割合が変動したことから、持分法適用関連会社となりました。

（２）変更後の持分法適用関連会社数　　２社

３ 会計処理基準に関す

る事項の変更

「資産除去債務に関する会計基準」の適用

　第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業

会計基準第18号　平成20年３月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準

の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号　平成20年３月31日）を適用し

ております。

これによる、損益に与える影響及び当会計基準の適用開始による資産除去

債務の変動額は軽微であります。

　
【表示方法の変更】

当第３四半期連結累計期間

(自　平成22年４月１日　至　平成22年12月31日)

（四半期連結損益計算書関係）

「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号　平成20年12月26日）に基づく財務諸表等規

則等の一部を改正する内閣府令（平成21年３月24日　内閣府令第５号）の適用により、当第３四半期連

結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目で表示しております。
　

　
当第３四半期連結会計期間

(自　平成22年10月１日　至　平成22年12月31日)

（四半期連結損益計算書関係）

「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号　平成20年12月26日）に基づき財務諸表等規

則等の一部を改正する内閣府令（平成21年３月24日　内閣府令第５号）の適用により、当第３四半期連

結会計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目で表示しております。
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【簡便な会計処理】

　

　

当第３四半期連結累計期間

(自　平成22年４月１日　至　平成22年12月31日)

１　たな卸資産の評価方法 当第３四半期連結会計期間末のたな卸資産の簿価切下げに関し

ては、収益性の低下が明らかなものについてのみ、正味売却価額を

見積り、簿価切下げを行う方法によっております。

２　法人税等並びに繰延税金資産

及び繰延税金負債の算定方法

　

当社の法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項

目や税額控除項目を重要なものに限定する方法によっております。

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末

以降に経営環境等、または、一時差異等の発生状況に著しい変化が

認められた場合に、前連結会計年度において使用した将来の業績予

測やタックス・プランニングに当該著しい変化の影響を加味した

ものを利用する方法によっております。
　 　

　
【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

　

　

当第３四半期連結累計期間

(自　平成22年４月１日　至　平成22年12月31日)

税金費用の計算 連結子会社における税金費用については、当第３四半期連結会

計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会

計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当

該見積実効税率を乗じる方法等により計算しております。なお、当

該法人税等調整額は、「法人税、住民税及び事業税」に含めて表示

しております。
　 　

　

【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

当第３四半期連結会計期間末

(平成22年12月31日)

前連結会計年度末

(平成22年３月31日)

※１　固定資産の減価償却累計額

有形固定資産の減価償却累計額 13,241百万円

 

※２　四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理につ

いては、手形交換日をもって決済処理しております。

従って、当四半期連結会計期間末日が金融機関の休日

であったため、四半期連結会計期間末日満期手形が以

下の科目に含まれております。

　　受取手形　　　　　　　　　　219百万円
　　支払手形　　　　　　　　　　165百万円

※１　固定資産の減価償却累計額

有形固定資産の減価償却累計額 12,804百万円

 

　　　　　　　　　　―─────

　
(四半期連結損益計算書関係)

第３四半期連結累計期間

前第３四半期連結累計期間

(自　平成21年４月１日

　至　平成21年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　平成22年４月１日

　至　平成22年12月31日)

※　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び

金額は次のとおりであります。

給料手当 1,834百万円

退職給付費用 36百万円

その他の引当金繰入額 214百万円

物流費 3,760百万円

 

※　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び

金額は次のとおりであります。

給料手当 1,861百万円

退職給付費用 24百万円

その他の引当金繰入額 187百万円

物流費 3,711百万円

 

　
第３四半期連結会計期間
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前第３四半期連結会計期間

(自　平成21年10月１日

　至　平成21年12月31日)

当第３四半期連結会計期間

(自　平成22年10月１日

　至　平成22年12月31日)

※　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び

金額は次のとおりであります。

給料手当 615百万円

退職給付費用 10百万円

その他の引当金繰入額 193百万円

物流費 1,258百万円

 

※　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び

金額は次のとおりであります。

給料手当 622百万円

退職給付費用 8百万円

その他の引当金繰入額 169百万円

物流費 1,263百万円

 

　
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

前第３四半期連結累計期間

(自　平成21年４月１日

　至　平成21年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　平成22年４月１日

　至　平成22年12月31日)

※　現金及び現金同等物の当第３四半期連結累計期間末

残高と当第３四半期連結貸借対照表に掲記されてい

る科目の金額との関係（平成21年12月31日現在）

　現金及び現金同等物の四半期末残高5,954百万円は

四半期連結貸借対照表の流動資産「現金及び預金」

の四半期末残高と一致しております。

※　現金及び現金同等物の当第３四半期連結累計期間末

残高と当第３四半期連結貸借対照表に掲記されてい

る科目の金額との関係（平成22年12月31日現在）

　現金及び現金同等物の四半期末残高4,829百万円は

四半期連結貸借対照表の流動資産「現金及び預金」

の四半期末残高と一致しております。

　

(株主資本等関係)

当第３四半期連結会計期間末（平成22年12月31日）及び当第３四半期連結累計期間（自　平成22年４

月１日　至　平成22年12月31日）

　
１．発行済株式の種類及び総数

株式の種類
当第３四半期
連結会計期間末

　普通株式 (千株) 12,911

　

２．自己株式の種類及び株式数

株式の種類
当第３四半期
連結会計期間末

　普通株式 (千株) 330

　

３．新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。

　

４．配当に関する事項

配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

(百万円)
１株当たり 
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成22年6月25日　
定時株主総会

普通株式 193 15.00平成22年３月31日平成22年６月28日利益剰余金
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(セグメント情報等)

【事業の種類別セグメント情報】

前第３四半期連結累計期間（自　平成21年４月１日　至　平成21年12月31日）

　当社グループ（当社及び関係会社）は、調理加工食品、マヨネーズ・ドレッシング類、タマゴ加工品等の製

造販売のみ営んでおり、事業区分が単一セグメントのため、該当事項はありません。

前第３四半期連結会計期間（自　平成21年10月１日　至　 平成21年12月31日）

　当社グループ（当社及び関係会社）は、調理加工食品、マヨネーズ・ドレッシング類、タマゴ加工品等の製

造販売のみ営んでおり、事業区分が単一セグメントのため、該当事項はありません。

　
【所在地別セグメント情報】

前第３四半期連結累計期間（自　平成21年４月１日　至　平成21年12月31日）

　全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が、いずれも90％を超えるため、所在地別セグメント情

報の記載を省略しております。

前第３四半期連結会計期間（自　平成21年10月１日　至　平成21年12月31日）

　全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が、いずれも90％を超えるため、所在地別セグメント情

報の記載を省略しております。

　
【海外売上高】

前第３四半期連結累計期間（自　平成21年４月１日　至　平成21年12月31日）

海外売上高が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。

前第３四半期連結会計期間（自　平成21年10月１日　至　平成21年12月31日）

海外売上高が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。

　
【セグメント情報】

１.報告セグメントの概要

　当社グループ（当社及び関係会社）の報告セグメントは、当社グループ（当社及び関係会社）の構成単

位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が経営資源の配分の決定及び業績を評価するた

めに、定期的に検討を行う対象となっているものであります。

　当社グループ（当社及び関係会社）は「調味料・加工食品事業」及び「総菜関連事業等」を営んでお

り、業種別に区分された事業ごとに、包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。

　従って、当社グループ（当社及び関係会社）は業種別に区分された事業を基盤としたセグメントから構

成されており、「調味料・加工食品事業」及び「総菜関連事業等」の２つを報告セグメントとしておりま

す。「調味料・加工食品事業」は調理加工食品、マヨネーズ・ドレッシング類及びタマゴ加工品の製造・

販売をしております。「総菜関連事業等」はフレッシュ総菜（日配サラダ・惣菜）の製造及び量販店等へ

の販売、当社からの調理加工食品及びタマゴ加工品の生産受託事業を行っております。
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２.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する状況

当第３四半期連結累計期間（自  平成22年４月１日  至  平成22年12月31日）
（単位：百万円）

　
報告セグメント

その他
(注１)

合計
調整額
（注２）

四半期連結　
損益計算書  
計上額
（注３）

調味料・
加工食品事業

総菜関連  
事業等

計

売上高 　 　 　 　 　
　 　

外部顧客に対する売上高 31,941 6,011 37,952 661 38,614 － 38,614

セグメント間の
内部売上高又は振替高

361 5,572 5,933 － 5,933△5,933 －

計 32,30211,58443,886 661 44,548△5,933 38,614

セグメント利益 1,976 278 2,254 4 2,259 △6 2,252

(注)１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、ショップ事業、海外事業を含んでお

ります。

２．セグメント利益の調整額△6百万円は、セグメント間取引消去によるものであります。

３．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。

　
当第３四半期連結会計期間（自  平成22年10月１日  至  平成22年12月31日）

（単位：百万円）

　
報告セグメント

その他
(注１)

合計
調整額
（注２）

四半期連結　
損益計算書  
計上額
（注３）

調味料・
加工食品事業

総菜関連  
事業等

計

売上高 　 　 　 　 　
　 　

外部顧客に対する売上高 10,851 2,117 12,969 211 13,180 － 13,180

セグメント間の
内部売上高又は振替高

125 1,867 1,992 － 1,992△1,992 －

計 10,977 3,984 14,962 211 15,173△1,992 13,180

セグメント利益 678 76 755 △0 754 5 759

(注) １.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、ショップ事業、海外事業を含んでお

ります。

２.　セグメント利益の調整額5百万円には、セグメント間取引消去によるものであります。

３.　セグメント利益は、四半期連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。

　

（追加情報）

第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17

号  平成21年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基

準適用指針第20号  平成20年３月21日）を適用しております。
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(金融商品関係)

当第３四半期連結会計期間末（平成22年12月31日）

金融商品の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい変

動がありません。

　
(有価証券関係)

当第３四半期連結会計期間末（平成22年12月31日）

有価証券の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい変

動がありません。

　
(デリバティブ取引関係)

当第３四半期連結会計期間末（平成22年12月31日）

デリバティブ取引の四半期連結会計期間末の契約額等は、前連結会計年度の末日と比較して著しい変

動がありません。

　
(ストック・オプション等関係)

当第３四半期連結会計期間（自　平成22年10月１日　至　平成22年12月31日）

該当事項はありません。

　
(企業結合等関係)

当第３四半期連結会計期間（自　平成22年10月１日　至　平成22年12月31日）

該当事項はありません。

　
(資産除去債務関係)

当第３四半期連結会計期間末（平成22年12月31日）

資産除去債務の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、当連結会計年度の期首時点と比較して

著しい変動がありません。

　

(賃貸等不動産関係)

当第３四半期連結会計期間末（平成22年12月31日）

賃貸等不動産の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著し

い変動がありません。
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(１株当たり情報)

１．１株当たり純資産額

当第３四半期連結会計期間末

(平成22年12月31日)

前連結会計年度末

(平成22年３月31日)

　

１株当たり純資産額 938円24銭

　

　

１株当たり純資産額 847円39銭

　
　 　

　

２．１株当たり四半期純利益金額等

第３四半期連結累計期間

前第３四半期連結累計期間

(自　平成21年４月１日

　至　平成21年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　平成22年４月１日

　至　平成22年12月31日)

　

１株当たり四半期純利益金額 89円02銭

　

　

１株当たり四半期純利益金額 100円06銭

　
　 　

　(注)１．潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

２．１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　

前第３四半期連結累計期間

(自　平成21年４月１日

　至　平成21年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　平成22年４月１日

　至　平成22年12月31日)

四半期純利益金額（百万円） 1,146 1,264

普通株式に係る四半期純利益金額（百万円） 1,146 1,264

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式の期中平均株式数（株） 12,882,586 12,641,148

　
第３四半期連結会計期間

前第３四半期連結会計期間
(自　平成21年10月１日
　至　平成21年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(自　平成22年10月１日
　至　平成22年12月31日)

　

１株当たり四半期純利益金額 30円90銭

　

　

１株当たり四半期純利益金額 35円14銭

　
　 　

(注)　１.潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

２.1株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　
前第３四半期連結会計期間
(自　平成21年10月１日
　至　平成21年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(自　平成22年10月１日
　至　平成22年12月31日)

四半期純利益金額（百万円） 398 442

普通株式に係る四半期純利益金額（百万円） 398 442

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式の期中平均株式数（株） 12,882,586 12,580,909
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(重要な後発事象)

該当事項はありません。

　

(リース取引関係)

当第３四半期連結会計期間末（平成22年12月31日）

リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の

賃貸借取引に係る方法に準じて処理を行っております。なお、当四半期連結会計期間末におけるリース取

引残高は、前連結会計年度末に比べて著しい変動がありません。

　

２ 【その他】

該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　
平成22年２月12日

ケンコーマヨネーズ株式会社

取締役会  御中

　

あずさ監査法人

　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士    長    﨑    康    行    印

　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士    宮    下    卓    士    印
　

　 　 　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているケン

コーマヨネーズ株式会社の平成21年４月１日から平成22年３月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会

計期間(平成21年10月１日から平成21年12月31日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成21年４月１日から

平成21年12月31日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書

及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作

成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明するこ

とにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レ

ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正

妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行わ

れた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正

妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、ケンコーマヨネーズ株式会社及び連結子会社

の平成21年12月31日現在の財政状態、同日をもって終了する第３四半期連結会計期間及び第３四半期連結累

計期間の経営成績並びに第３四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信

じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　
以  上

　
 

(注) １  上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２  四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　
平成23年２月14日

ケンコーマヨネーズ株式会社

取締役会  御中

　

有限責任 あずさ監査法人

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士    長    﨑    康    行    印

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士    宮    下    卓    士    印
　

　 　 　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているケン

コーマヨネーズ株式会社の平成22年４月１日から平成23年３月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会

計期間(平成22年10月１日から平成22年12月31日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成22年４月１日から

平成22年12月31日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書

及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作

成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明するこ

とにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レ

ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正

妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行わ

れた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正

妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、ケンコーマヨネーズ株式会社及び連結子会社

の平成22年12月31日現在の財政状態、同日をもって終了する第３四半期連結会計期間及び第３四半期連結累

計期間の経営成績並びに第３四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信

じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　
以  上

　
 

(注) １  上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２  四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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